
株式会社

証券コード 7581
　

平成27年11月11日
株 主 各 位

埼 玉 県 吉 川 市 旭 ２ 番 地 ５

代表取締役社長 堀 埜 一 成

第43期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第43期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出

席くださいますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年11月25日（水曜日）午後５時まで

に到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
　

記

１．日 時 平成27年11月26日（木曜日）午前10時

２．場 所 千葉県野田市花井１－１－２
ホテルグランボワ （旧 野田東武ホテル）
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
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３．株主総会の目的事項

報 告 事 項 １．第43期（自 平成26年９月１日 至 平成27年８月31日）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

２．第43期（自 平成26年９月１日 至 平成27年８月31日）
計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役６名選任の件

第３号議案 当社従業員及び当社関係者に対するストックオプションとしての
新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場

合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

http://www.saizeriya.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事 業 報 告
　

（自 平成26年９月１日
至 平成27年８月31日）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府・日銀の財政・金融政策の効果等

により、企業収益や雇用情勢の改善が見られ、訪日外国人の増加によるいわゆる

インバウンド消費の恩恵もあり、緩やかな景気回復基調で推移いたしました。

　外食産業におきましては、円安による輸入価格の高騰や原材料価格の高騰、人

手不足の影響による人件費の増加等、引き続き厳しい経営環境が継続しておりま

す。

　このような状況のもと、当社グループといたしましては、国内外における継続

的な新規出店や店舗サービスの品質向上、メニューの改善による商品力の強化

等、さらなる収益力の向上に努めてまいりました。また、平成27年6月には上海

サイゼリヤが100店舗を達成することができました。

　これらの取り組みの結果、日本、海外ともに過去最高の売上高となり、当連結

会計年度の売上高は1,392億77百万円（前期比10.9％増）、営業利益は75億11百万

円（前期比36.9％増）、経常利益は80億4百万円（前期比35.3％増）、当期純利益

につきましては、37億74百万円（前期比216.4％増）となりました。
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　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

「日本」は、既存店対策としてお客様視点でのサービス強化などに努めたこと
により、売上高1,099億27百万円（前期比4.6％増）、営業利益は47億17百万円
（前期比22.6％増）となりました。
「豪州」は当社で使用する食材の製造等を行っており、当社の売上高の推移に
伴い、売上高47億58百万円（前期比7.6％増）、営業利益は3億32百万円（前期比
99.5％増）となりました。
「アジア」は、新規出店による新規顧客の獲得や知名度の浸透に努めました。

売上高293億13百万円（前期比43.2％増）、営業利益は25億21百万円（前期比68.1
％増）となりました。

　
② 設備投資の状況

　当連結会計年度中の設備投資総額は53億43百万円であり、その主なものは、店

舗の新設（107店舗）などによるものであります。なお、設備投資の総額には、

無形固定資産の取得、店舗を賃貸するための敷金、差入保証金及び建設協力金の

支払を含みます。

　
③ 資金調達の状況

　当連結会計年度は重要な資金調達を行っておりません。

　
(2) 財産及び損益の状況

　

区 分
第 40 期

（平成24年８月期）
第 41 期

（平成25年８月期）
第 42 期

（平成26年８月期）

第 43 期
（平成27年８月期）
（当連結会計年度）

売 上 高 104,235百万円 110,428百万円 125,618百万円 139,277百万円

当 期 純 利 益 5,471百万円 3,937百万円 1,193百万円 3,774百万円

１株当たり当期純利益 108円46銭 78円06銭 23円65銭 74円70銭

総 資 産 80,316百万円 87,472百万円 87,224百万円 95,485百万円

純 資 産 62,968百万円 67,344百万円 68,643百万円 72,424百万円

１株当たり純資産額 1,245円91銭 1,331円86銭 1,356円65銭 1,423円32銭

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づいて算出して
おります。

２．第43期の営業成績の状況につきましては、前記の「（１）①事業の経過及び成果」に記載の
とおりであります。
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(3) 重要な子会社の状況

重要な子会社の状況
　

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の
所有割合
（％）

SAIZERIYA AUSTRALIA
PTY.LTD.

オーストラリア
ヴィクトリア州
メルトン市

3,890
(64百万豪ドル)

肉製品・ソース類等
食材の製造

100

上海薩莉亜餐飲
有限公司

中華人民共和国
上海市静安区

1,344
(98百万元)

イタリアンレストラ
ンのチェーン展開

100

広州薩莉亜餐飲
有限公司

中華人民共和国
広州市天河区

1,042
(79百万元)

イタリアンレストラ
ンのチェーン展開

100

台湾薩莉亜餐飲股份
有限公司

台湾
台北市

914
(290百万TWD)

イタリアンレストラ
ンのチェーン展開

100

北京薩莉亜餐飲管理
有限公司

中華人民共和国
北京市東城区

891
(66百万元)

イタリアンレストラ
ンのチェーン展開

100

HONG KONG
SAIZERIYA
CO.LIMITED

中華人民共和国
香港特別行政区

493
(40百万HKD)

イタリアンレストラ
ンのチェーン展開

100

SINGAPORE
SAIZERIYA PTE.LTD.

シンガポール
561

(8百万SGD)
イタリアンレストラ
ンのチェーン展開

100

　当社の子会社は、上記の重要な子会社７社と㈱アダツアーズジャパン、広州サ

イゼリヤ食品有限公司の計９社であります。

　

(4) 対処すべき課題

　現在、以下の項目を対処すべき課題と考えております。

①設備の改善による投資削減

②工場への新製法、新技術の導入による商品価値向上

③店内環境・サービスの改善による顧客満足度の向上

④海外事業での商品の安全安定供給体制の確立

⑤海外事業の事業基盤の強化

⑥新事業による潜在的ニーズの提供

⑦人材育成の体制強化

⑧研究開発による新たな価値の提案
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(5) 主要な事業内容（平成27年８月31日現在）

　当社グループは、当社（株式会社サイゼリヤ）及び子会社９社で構成され、外

食事業を基幹事業としております。

① 日本

　当社は、「日々の価値ある食事の提案と挑戦」をメニュー提案のテーマとして、

イタリアンワイン＆カフェレストラン『サイゼリヤ』を全国に1,023店舗運営して

おり、『マリアーノ』などのファストフード店を３店舗運営しております。国内の

５工場では、店舗で使用する食材の製造及び物流業務を行っております。

② 豪州

　SAIZERIYA AUSTRALIA PTY.LTD.は当社で使用する食材の製造等を行っておりま

す。

③ アジア

　上海薩莉亜餐飲有限公司は、上海市内でレストラン『サイゼリヤ』を100店舗

（2015年８月末）運営しております。

　広州薩莉亜餐飲有限公司は、広州市内でレストラン『サイゼリヤ』を102店舗

（2015年８月末）運営しております。

　台湾薩莉亜餐飲股份有限公司は、台北市内でレストラン『サイゼリヤ』を11店

舗（2015年８月末）運営しております。

　北京薩莉亜餐飲管理有限公司は、北京市内でレストラン『サイゼリヤ』を48店

舗（2015年８月末）運営しております。

　HONG KONG SAIZERIYA CO.LIMITEDは、香港国内でレストラン『サイゼリヤ』を

21店舗（2015年８月末）運営しております。

　SINGAPORE SAIZERIYA PTE.LTD.は、シンガポール国内でレストラン『サイゼリ

ヤ』を13店舗（2015年８月末）運営しております。
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(6) 主要な営業所及び工場（平成27年８月31日現在）

当社本社 埼玉県吉川市旭２番地５
国内生産拠点 吉川工場、神奈川工場、福島工場、兵庫工場、千葉工場
国内営業拠点 全国31都道府県、1,026店舗

地域別店舗分布
　

地 域 店 舗 数 地 域 店 舗 数 地 域 店 舗 数

東 京 都 213 神 奈 川 県 113 千 葉 県 111

大 阪 府 88 埼 玉 県 87 愛 知 県 74

兵 庫 県 46 茨 城 県 30 静 岡 県 26

福 岡 県 23 宮 城 県 21 京 都 府 20

三 重 県 19 栃 木 県 16 新 潟 県 13

長 野 県 13 岐 阜 県 13 福 島 県 12

北 海 道 11 石 川 県 11 広 島 県 10

群 馬 県 9 滋 賀 県 9 奈 良 県 9

山 梨 県 6 山 形 県 6 富 山 県 5

岡 山 県 4 和 歌 山 県 4 福 井 県 3

山 口 県 1

海外生産拠点 オーストラリアヴィクトリア州
海外営業拠点 中国上海市、中国広州市、中国北京市、台湾台北市、香港、

シンガポール

(7) 使用人の状況（平成27年８月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況
　

使 用 人 数 ( 名 ) 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 ( 名 )

4,391（10,755） 287増（81増）

（注） 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人数（１人当たり１
日８時間換算）を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況
　

使 用 人 数 ( 名 ) 前事業年度末比増減 (名) 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

2,242（8,256） △13（286増） 33.7歳 8.9年

（注） 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人数（１人当たり１
日８時間換算）を外数で記載しております。
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(8) 主要な借入先の状況（平成27年８月31日現在）
　

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 11億66百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 11億66百万円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 11億60百万円

　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成27年８月31日現在）

① 発行可能株式総数 73,208,000株

② 発行済株式の総数 50,807,144株（自己株式1,465,198株を除く。）

③ 株主数 31,149名

④ 大株主（上位10名）
　

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 ％
正 垣 泰 彦 15,953,392 31.40

株 式 会 社 バ ベ ッ ト 4,455,516 8.77

サ イ ゼ リ ヤ 従 業 員 持 株 会 2,026,343 3.99

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1,016,900 2.00

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社 (信託口) 958,700 1.89

MORGAN STANLEY & CO. LLC 889,445 1.75

GOLDMAN, SACHS & CO.REG 774,200 1.52

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 751,000 1.48

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 738,500 1.45

MSIP CLIENT SECURITIES 705,200 1.39

（注）１．当社は自己株式を1,465,198株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は、自己株式数を控除した発行済株式の総数により算出しております。
３．持株比率は、小数点第３位を四捨五入して表示しております。
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(2) 新株予約権等の状況

①当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付さ

れた新株予約権の状況

イ．平成21年12月１日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

560個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式 56,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり 54,000円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり 164,500円（１株当たり1,645円）

・行使期間

平成23年12月２日から平成31年12月１日まで

・新株予約権の行使の条件

新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監

査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了

による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な

事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失

した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基

づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。

・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

取締役（社外役員を除く） 440個 44,000株 5人

社外取締役 － － －

監査役 2個 200株 1人
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ロ．平成22年８月11日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

240個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式 24,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり 39,400円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり 174,900円（１株当たり1,749円）

・行使期間

平成24年８月12日から平成32年８月11日まで

・新株予約権の行使の条件

新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監

査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了

による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な

事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失

した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基

づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。

・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

取締役（社外役員を除く） 180個 18,000株 6人

社外取締役 － － －

監査役 30個 3,000株 1人
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ハ．平成23年８月10日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

120個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式 12,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり 22,000円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり 167,100円（１株当たり1,671円）

・行使期間

平成25年８月11日から平成33年８月10日まで

・新株予約権の行使の条件

新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監

査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了

による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な

事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失

した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基

づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。

・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

取締役（社外役員を除く） 110個 11,000株 4人

社外取締役 － － －

監査役 － － －
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ニ．平成24年２月21日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

300個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式 30,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり 26,900円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり 131,400円（１株当たり1,314円）

・行使期間

平成26年２月22日から平成34年２月21日まで

・新株予約権の行使の条件

新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監

査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了

による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な

事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失

した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基

づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。

・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

取締役（社外役員を除く） 170個 17,000株 4人

社外取締役 － － －

監査役 － － －
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ホ．平成25年５月14日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

900個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式 90,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり 16,500円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり 135,100円（１株当たり1,351円）

・行使期間

平成27年５月15日から平成35年５月14日まで

・新株予約権の行使の条件

新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監

査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了

による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な

事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失

した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基

づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。

・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

取締役（社外役員を除く） 900個 90,000株 5人

社外取締役 － － －

監査役 － － －
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へ．平成27年７月14日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

100個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式 10,000株

・新株予約権の払込金額

１個当たり 82,000円

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり 289,000円（１株当たり2,890円）

・行使期間

平成29年７月15日から平成37年７月14日まで

・新株予約権の行使の条件

新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監

査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了

による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な

事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失

した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基

づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。

・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数

取締役（社外役員を除く） 100個 10,000株 4人

社外取締役 － － －

監査役 － － －
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②当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

平成27年７月14日開催の取締役会決議による新株予約権

・新株予約権の数

　 959個（新株予約権1個につき100株）

・新株予約権の目的となる株式の種類と数

　 普通株式 95,900株

・新株予約権の払込金額

　 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　 １個当たり 289,000円（1株当たり2,890円）

・行使期間

　 平成29年7月30日から平成32年7月29日まで

・新株予約権の行使の条件

　 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査

役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使すること

ができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による

退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由によ

り、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合は

この限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

・当社使用人等への交付状況

新株予約権の数 目的となる株式の数 交付者数

当社使用人 959個 95,900株 520人

子会社の役員及び使用人 － － －
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(3) 会社役員の状況（平成27年８月31日現在）

① 取締役及び監査役の状況
　

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 正 垣 泰 彦

代 表 取 締 役 社 長 堀 埜 一 成

取 締 役 益 岡 伸 之 海 外 事 業 部 長

取 締 役 松 谷 秀 治
マーチャンダイジング本部長兼
商 品 開 発 部 長

取 締 役 長 岡 伸
組織開発室長、㈱アダツアーズ
ジ ャ パ ン 代 表 取 締 役 社 長

取 締 役 織 戸 実 営 業 本 部 長 兼 店 舗 開 発 部 長

常 勤 監 査 役 柴 田 良 平

監 査 役 岡 田 勉

監 査 役 宮 崎 吉 明

（注）１．監査役岡田勉氏及び監査役宮崎吉明氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま
す。
なお、当社は、監査役宮崎吉明氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。

２．常勤監査役柴田良平氏は、当社の財務担当取締役としての経験があり、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有するものであります。
監査役岡田勉氏は、経営者としての長年にわたる経験や他業界に関する相当程度の知見を有
するものであります。
監査役宮崎吉明氏は、他業界における経営者としての豊富な経験と知見を有するものであり
ます。

② 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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③ 取締役及び監査役の報酬等の総額
　

区 分 支 給 人 員 支 給 額 摘 要

取 締 役 6名 177百万円

監 査 役
(うち社外監査役)

3名
(2名)

19百万円
(7百万円)

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

9名
(2名)

196百万円
(7百万円)

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において、年額500百

万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、また、ストックオプション報酬額として年
額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．取締役の報酬には、ストックオプションによる報酬額5百万円が含まれております。
４．監査役の報酬限度額は、平成22年11月26日開催の第38期定時株主総会において、年額50百万

円以内、また、ストックオプション報酬額として年額20百万円以内と決議いただいておりま
す。

　

④ 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

　監査役岡田勉氏は、当事業年度に開催された取締役会及び監査役会におお

むね出席し、経営者としての長年にわたる国際経験や他業界に関する知見に

基づき、助言、提言を行っております。

　監査役宮崎吉明氏は、当事業年度に開催された取締役会及び監査役会にお

おむね出席し、他業界における豊富な経験と知見に基づき、助言、提言を行

っております。

　

⑤ 社外取締役を置くことが相当でない理由

当社は、独立した立場から経営への監督を強化するために社外取締役を設置

することの有効性を十分認識しており、社外取締役候補者の選定を行ってまい

りました。

しかしながら、取締役として重要な意思決定に参加いただく以上、企業経営

への理解に加えて、当社が属する飲食業界に関する相当程度の知見を有するこ

とが望ましく、一方で、当社経営からの独立性を十分に有する方を候補者とす

る必要があると考えておりますが、現時点では、これらの要件を満たす適任者

の方の選定に至っておりません。
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仮に、不適任者を社外取締役として選任した場合には、コストの増加のみな

らず、迅速な意思決定を阻害する可能性があるため、現時点では社外取締役を

置くことは相当でないと判断しております。

現時点では社外取締役は選任しておりませんが、独立性の高い社外取締役の

導入が強く求められる昨今の情勢を踏まえ、社外取締役の起用について検討し

てまいりたいと考えております。

(4) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人トーマツ

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 47百万円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

47百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人としての報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務

指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画の監査時間・配員計

画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性等を確認し、検討した結果、

会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

④ 子会社の監査に関する事項

　当社の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査

を受けております。

⑤ 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

⑥ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社都合の場合のほか、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めら

れている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みが無いと思われる

場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務

に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、当社監査役会は、その事実に基

づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と
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判断した場合は、監査役会の決議に基づき、「会計監査人の解任」又は「会計監

査人の不再任」に関する議案の内容を決定し、株主総会に付議いたします。

⑦ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

　
(5）業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、そ

の他の業務の適正を確保するための体制についての内容は、以下のとおりであり

ます。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

　当社は、経営理念の「日々の価値ある食事の提案と挑戦」を経営方針に即し

た企業行動をとり、代表取締役がその精神を役職者はじめグループ会社全使用

人に、継続的に伝達・徹底を図ることにより、法令遵守と社会倫理を遵守する

企業活動とする。

　代表取締役は、コンプライアンス（法令遵守）の構築・整備・維持にあたる。

　監査役及び内部監査部門は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並び

に定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。取締役会は、定期的に

コンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

　また、当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、そ

れを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「内部

通報者保護規程」を制定する。

　
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書取扱規程」及び「情

報システム管理規程」に定め、これに従い当該情報を文書または電磁的媒体に

記録し、整理・保存する。

　監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸

規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報

告する。

　
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　代表取締役は、各リスクを体系的に管理するため、既存の「経理規程」「安全

衛生管理規程」等を改正し、必要な「リスク管理規程」を新たに制定する。各

部門においては、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを改定し、部門
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毎のリスク管理規程を確立する。

　監査役及び内部監査部門は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取

締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、改善に努め

る。

　
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　代表取締役は、「中期経営計画」及び「年次経営計画」に基づいた各部門の目

標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。

　取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的

な業務遂行体制の計画を決定し遂行する。その遂行状況は各部門担当取締役が

「取締役会」及び「経営会議」において定期的に報告し、業務遂行状況を、観

察・分析し修正計画を制定する。Ｐ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクルの軌道に乗った業務

が遂行されるようにする。

　
⑤ 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

「職務権限規程」に基づき、当社及び関係会社の管理は、関係会社各社の運営

の指導・支援を実施する。

　関係会社管理責任者は、関係会社各社の経営計画・効率的な業務遂行状況・

財務報告の信頼性・コンプライアンス体制・内部統制体制等を「取締役会」及

び「経営会議」に報告する。

　監査役と内部監査部門は、定期または臨時に関係会社各社の管理体制を監査

し、「取締役会」及び「経営会議」に報告する。

　
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役が内部統制システムの構築・運用等について監査するため、その職務

を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、

内部監査部門人員または必要とする各部門人員を人選・配置する。

　監査役の配置下に入った使用人は、監査役の指揮下に入り、取締役の指揮命

令は受けないものとする。

　
⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するため

の体制

　取締役会は、監査役が取締役会・経営会議等経営に関する会議への出席、会
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議議事録の入手・閲覧を可能にし、または監査役へ報告するものとする。議題

は、（1）当社グループ会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項（2）毎月の経

営状況として重要な事項（3）内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

（4）重大な法令・定款違反（5）コンプライアンス・ホットラインの通報状況及

び内容（6）その他コンプライアンス上重要な事項（7）その他の重要な事項等

を決議・報告するものとする。

　監査役は、（1）定期的または必要な都度、公認会計士・顧問弁護士等の専門

家から監査業務に関する助言を受ける機会を保証される。（2）経営の執行状況

を把握するため、稟議書類等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人から説

明を受けることができる。

　
当期における業務の適正性を確保するための体制の運用状況は、以下のとお

りであります。

取締役の職務執行については、取締役が法令、定款および社内規程等に則っ

て行動しており、コンプライアンスやリスク管理に対応しております。また、

社外監査役が、取締役会等を通じて積極的に発言をする機会を設けることで、

監督機能を強化しております。

監査役は、取締役会や経営会議などの重要な会議への出席を通じ、また、会

計監査人や内部監査部門との積極的な情報交換を通じて、当社の業務の適正性

を確保するための体制を確認しております。

子会社の内部統制の整備運用状況は、子会社の管理部門が確認するとともに、
親会社である当社の取締役、会計監査人および内部監査部門が定期的に監査を
行い、改善に努めております。

　
［備 考］

１. 本事業報告記載の金額については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示し

ております。

２. 売上高等の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
　

（平成27年８月31日現在） (単位：百万円)
　

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

テ ナ ン ト 未 収 入 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金 ・ 保 証 金

建 設 協 力 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

39,920

24,113

1,041

4,000

6,200

1,070

569

2,925

55,565

40,807

26,060

2,610

4,644

6,952

122

417

992

13,765

339

9,757

1,290

1,990

402

△14

流 動 負 債 18,100

買 掛 金 5,302

1年内返済予定の長期借入金 3,008

リ ー ス 債 務 8

未 払 法 人 税 等 1,720

賞 与 引 当 金 1,299

株 主 優 待 引 当 金 142

資 産 除 去 債 務 6

そ の 他 6,612

固 定 負 債 4,961

長 期 借 入 金 485

リ ー ス 債 務 122

繰 延 税 金 負 債 30

資 産 除 去 債 務 3,916

そ の 他 407

負 債 合 計 23,061

純 資 産 の 部

株 主 資 本 68,212

資 本 金 8,612

資 本 剰 余 金 9,209

利 益 剰 余 金 52,376

自 己 株 式 △1,986

その他の包括利益累計額 4,102

為 替 換 算 調 整 勘 定 4,102

新 株 予 約 権 109

純 資 産 合 計 72,424

資 産 合 計 95,485 負 債 ・ 純 資 産 合 計 95,485

（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
　

（自 平成26年９月１日
至 平成27年８月31日）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 139,277

売 上 原 価 52,058

売 上 総 利 益 87,219

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 79,707

営 業 利 益 7,511

営 業 外 収 益

受 取 利 息 239

為 替 差 益 68

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 13

補 助 金 収 入 119

そ の 他 70 511

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9

そ の 他 9 18

経 常 利 益 8,004

特 別 利 益

補 償 金 収 入 148

新 株 予 約 権 戻 入 益 32 181

特 別 損 失

減 損 損 失 1,787

固 定 資 産 除 却 損 82

店 舗 閉 店 損 失 28 1,898

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,287

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,827

法 人 税 等 調 整 額 △314 2,513

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 3,774

当 期 純 利 益 3,774

（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
　

（自 平成26年９月１日
至 平成27年８月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 8,612 9,007 49,510 △2,212 64,917

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △908 △908

当 期 純 利 益 3,774 3,774

自 己 株 式 の 取 得 △386 △386

自 己 株 式 の 処 分 202 613 815

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 202 2,866 226 3,295

当 期 末 残 高 8,612 9,209 52,376 △1,986 68,212

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

為替換算調整勘定
その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △13 3,533 3,519 205 68,643

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △908

当 期 純 利 益 3,774

自 己 株 式 の 取 得 △386

自 己 株 式 の 処 分 815

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

13 568 582 △96 485

連結会計年度中の変動額合計 13 568 582 △96 3,780

当 期 末 残 高 － 4,102 4,102 109 72,424

（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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注記事項

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数 ７社

② 連結子会社の名称 SAIZERIYA AUSTRALIA PTY.LTD.

上海薩莉亜餐飲有限公司

広州薩莉亜餐飲有限公司

台湾薩莉亜餐飲股份有限公司

北京薩莉亜餐飲管理有限公司

HONG KONG SAIZERIYA CO.LIMITED

SINGAPORE SAIZERIYA PTE.LTD.

③ 非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由

　㈱アダツアーズジャパン、広州サイゼリヤ食品有限公司は、総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等に関して、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲か

ら除外しております。

(2) 持分法に関する事項

① 持分法を適用していない非連結子会社の名称等

　㈱アダツアーズジャパン

　広州サイゼリヤ食品有限公司

② 持分法を適用していない理由

　持分法を適用していない非連結子会社はそれぞれ当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

　

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　SAIZERIYA AUSTRALIA PTY.LTD.及びSINGAPORE SAIZERIYA PTE.LTD.の決算日は、連結決算日と

一致しております。上海薩莉亜餐飲有限公司、広州薩莉亜餐飲有限公司、台湾薩莉亜餐飲股份有

限公司、北京薩莉亜餐飲管理有限公司及びHONG KONG SAIZERIYA CO.LIMITEDの決算日は、12月31

日であり、連結計算書類の作成に当たっては、６月30日に仮決算を行い、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　

(4) 会計処理基準に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

・子会社株式 移動平均法による原価法

・その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
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ロ．デリバティブ

　時価法

ハ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品及び貯蔵品

主として、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法により算定）

・製品及び原材料

主として、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物及

び構築物５～45年、機械装置及び運搬具４～20年であります。

　在外連結子会社は、定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び在外連結子会社は定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ．リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、当社

については所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース基準

適用開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっておりま

す。

③ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、必要と認めた額を計上しておりま

す。

ロ．賞与引当金

　従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額

を計上しております。

ハ．株主優待引当金

　株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度において発生すると見込

まれる額を計上しております。

④ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。
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(5) 追加情報

法人税率の変更等による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）および「地方税法等の一部を改正

する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年９月１日以後に開

始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延

税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.40％から平成27年９

月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.70％に、平成28年９

月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.00％となります。

　なお、この変更による影響額は軽微であります。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) テナント未収入金は、ショッピングセンター及び百貨店等にテナントとして出店している店舗の

売上金入金額から相殺すべき賃借料、水道光熱費及び諸経費を差し引いたショッピングセンター及

び百貨店等に対する未収入金であります。

　

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 42,579百万円

　

(3) 投資有価証券で非連結子会社に対するものは339百万円であります。

　

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
　

株式の種類
当連結会計年度
期 首

(千株)
増 加(千株) 減 少(千株)

当連結会計年度末
(千株)

普通株式 52,272 － － 52,272

　

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項
　

株式の種類
当連結会計年度
期 首

(千株)
増 加(千株) 減 少(千株)

当連結会計年度末
(千株)

普通株式 1,826 132 493 1,465
　

（注）１.普通株式の増加のうち1千株は、単元未満株式の買取り1千株による増加であります。
また、普通株式の増加のうち130千株は、平成27年8月18日開催の取締役会決議に基づく自己

株式の取得による増加であります。

２.普通株式の減少493千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。
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(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額
　

決 議 株式の種類
配当金の総額
( 百 万 円 )

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成26年11月27日
定時株主総会

普通株式 908 18 平成26年８月31日 平成26年11月28日

　

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　

決 議 株式の種類
配当金の総額
( 百 万 円 )

配当金の原資
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成27年11月26日
定時株主総会

普通株式 914 利益剰余金 18
平成27年
８月31日

平成27年
11月27日

　

（注） 上記②の配当金の総額は、平成27年11月26日開催予定の第43期定時株主総会において決議予定
の金額であります。

　

(4) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的とな

る株式の種類及び数

　普通株式547,600株

　
４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、必要な資金は主に自己資金で賄っております。一時的な余資は主に流動性の

高い金融資産で運用しております。デリバティブは、リスクを回避するために利用しており、投

機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権であるテナント未収入金は、出店しているショッピングセンター及び百貨店等の信用

リスクに晒されております。また、事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権・債務は、為

替の変動リスクに晒されております。

　敷金・保証金、建設協力金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、取引先企業等の信用

リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

1．信用リスクの管理

　当社は、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期

日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って

おります。連結子会社についても同様の管理を行っております。

　敷金・保証金、建設協力金は、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その他適宜

契約先の信用状況の把握に努めております。
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2．市場リスクの管理

　子会社株式以外の投資有価証券については、定期的に時価等を把握しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定において変動要因を織り込んでいるため、異なる

前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

　
(2) 金融商品の時価等に関する注記

　平成27年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません

（（注2）参照）。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

①現金及び預金 24,113 24,113 －

②テナント未収入金 1,041 1,041 －

③有価証券 4,000 4,000 －

④敷金・保証金 9,757

貸倒引当金（*1) △12

9,744 9,689 △55

⑤建設協力金 1,290

貸倒引当金（*1) △2

1,288 1,281 △7

資 産 計 40,187 40,125 △62

①買掛金 5,302 5,302 －

②１年内返済予定の長期借入金 3,008 3,008 0

③未払法人税等 1,720 1,720 －

④長期借入金 485 484 △0

負 債 計 10,516 10,516 0

(*1) 敷金・保証金及び建設協力金に対応する貸倒引当金を控除しております。
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（注1）金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

資産

①現金及び預金、②テナント未収入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

③有価証券

　債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。

④敷金・保証金、⑤建設協力金

　その将来キャッシュ・フローを当該賃貸借契約期間に近似する国債の利回り率で割り引いた現

在価値を基に算定しております。

負債

①買掛金、③未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

②１年内返済予定の長期借入金、④長期借入金

　これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時

価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。

　固定金利によるものは、元利金の合計額と同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。

※リース債務（流動・固定）については、金額的重要性が乏しいため、記載は省略しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 339
　

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、「③有価証券」には含めておりません。

５．賃貸等不動産に関する注記

　金額的重要性が乏しいため、注記の記載は省略しております。

６．１株当たり情報に関する注記

① １株当たり純資産額 1,423円32銭

② １株当たり当期純利益 74円70銭

７．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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８．減損損失に関する注記

当社及び在外連結子会社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 日本、中国他

用途 店舗資産（162店舗）

種類 建物他

減損損失 1,787百万円

　当社及び在外連結子会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位

とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングをしております。営業環境の悪化によ

り、上記の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物1,397百万円、その他389百万円であり

ます。

　なお、回収可能価額は、店舗については使用価値により測定しております。使用価値は、将来

キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
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貸 借 対 照 表
　

（平成27年８月31日現在） (単位：百万円)
　

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 28,805 流 動 負 債 15,157

現 金 及 び 預 金 15,027 買 掛 金 4,294

テ ナ ン ト 未 収 入 金 1,041 １年内返済予定の長期借入金 3,008

有 価 証 券 4,000 リ ー ス 債 務 8

商 品 及 び 製 品 5,346 未 払 金 3,030

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 739 未 払 費 用 161

前 払 費 用 1,699 未 払 法 人 税 等 1,509

繰 延 税 金 資 産 535 未 払 消 費 税 等 1,262

そ の 他 414 預 り 金 362

固 定 資 産 53,990 前 受 収 益 3

有 形 固 定 資 産 31,775 賞 与 引 当 金 1,076

建 物 20,604 株 主 優 待 引 当 金 142

構 築 物 375 設 備 関 係 未 払 金 183

機 械 及 び 装 置 1,429 資 産 除 去 債 務 6

車 輌 運 搬 具 9 そ の 他 106

器 具 及 び 備 品 2,221 固 定 負 債 4,520

土 地 6,759 長 期 借 入 金 485

リ ー ス 資 産 122 リ ー ス 債 務 122

建 設 仮 勘 定 252 資 産 除 去 債 務 3,509

無 形 固 定 資 産 962 そ の 他 403

借 地 権 48 負 債 合 計 19,678

商 標 権 1 純 資 産 の 部

ソ フ ト ウ ェ ア 223 株 主 資 本 63,007

電 話 加 入 権 57 資 本 金 8,612

無形固定資産仮勘定 632 資 本 剰 余 金 9,209

投資その他の資産 21,252 資 本 準 備 金 9,007

関 係 会 社 株 式 8,942 その他資本剰余金 202

長 期 前 払 費 用 268 利 益 剰 余 金 47,172

繰 延 税 金 資 産 1,850 利 益 準 備 金 2,153

敷 金 ・ 保 証 金 8,842 その他利益剰余金 45,018

建 設 協 力 金 1,290 別 途 積 立 金 43,010

店 舗 賃 借 仮 勘 定 32 繰越利益剰余金 2,008

そ の 他 40 自 己 株 式 △1,986

貸 倒 引 当 金 △14 新 株 予 約 権 109

純 資 産 合 計 63,117

資 産 合 計 82,795 負 債 ・ 純 資 産 合 計 82,795

（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
　

（自 平成26年９月１日
至 平成27年８月31日）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 109,927

売 上 原 価 41,396

売 上 総 利 益 68,531

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 63,814

営 業 利 益 4,717

営 業 外 収 益

受 取 利 息 64

有 価 証 券 利 息 10

為 替 差 益 28

補 助 金 収 入 97

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 13

そ の 他 5 221

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9

自 己 株 式 取 得 費 用 1 10

経 常 利 益 4,928

特 別 利 益

補 償 金 収 入 148

新 株 予 約 権 戻 入 益 32 181

特 別 損 失

減 損 損 失 1,668

固 定 資 産 除 却 損 36

店 舗 閉 店 損 失 20 1,725

税 引 前 当 期 純 利 益 3,383

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,168

法 人 税 等 調 整 額 △334 1,833

当 期 純 利 益 1,550

（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

― 34 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年10月23日 17時01分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



株主資本等変動計算書
　

（自 平成26年９月１日
至 平成27年８月31日）

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準備金

その他資
本剰余金

資本剰余
金 合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金 合 計別 途

積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 8,612 9,007 － 9,007 2,153 43,770 606 46,529

事 業 年 度 中 の 変 動 額

別 途 積 立 金 の 取 崩 △760 760 －

剰 余 金 の 配 当 △908 △908

当 期 純 利 益 1,550 1,550

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 202 202

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 （純 額）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 202 202 － △760 1,402 642

当 期 末 残 高 8,612 9,007 202 9,209 2,153 43,010 2,008 47,172

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 △2,212 61,936 △13 △13 205 62,128

事 業 年 度 中 の 変 動 額

別 途 積 立 金 の 取 崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △908 △908

当 期 純 利 益 1,550 1,550

自 己 株 式 の 取 得 △386 △386 △386

自 己 株 式 の 処 分 613 815 815

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 （純 額）

13 13 △96 △82

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 226 1,071 13 13 △96 988

当 期 末 残 高 △1,986 63,007 － － 109 63,117

（注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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注記事項

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

イ．子会社株式 移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

② デリバティブ 時価法

③ たな卸資産

イ．商品及び貯蔵品

主として、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法により算定）

ロ．製品及び原材料

主として、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物及び構

築物５～45年、機械装置及び運搬具４～20年であります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいております。

③ リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権

移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース基準適用開始前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、必要と認めた額を計上しております。

② 賞与引当金

　従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上してお

ります。
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③ 株主優待引当金

　株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌期以降に発生すると見込まれる額を計上

しております。

　

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

　

(5) 追加情報

法人税率の変更等による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）および「地方税法等の一部を改正

する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年９月１日以後に開

始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金

資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.40％から平成27年９月１

日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.70％に、平成28年９月１日に

開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.00％となります。

　なお、この変更による影響額は軽微であります。

　
２．貸借対照表に関する注記

(1) テナント未収入金は、ショッピングセンター及び百貨店等にテナントとして出店している店舗の

売上金入金額から相殺すべき賃借料、水道光熱費及び諸経費を差し引いたショッピングセンター及

び百貨店等に対する未収入金であります。

　
(2) 関係会社に対する短期金銭債権 2百万円

(3) 関係会社に対する短期金銭債務 341百万円

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 33,934百万円

　
(5) 店舗賃借仮勘定は、新店出店の敷金・保証金、建設協力金等で未開店店舗に関するものでありま

す。

　
３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

　営業取引

① 仕入高 4,621百万円

② その他 138百万円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当期首 (千株) 増 加 ( 千 株 ) 減 少 ( 千 株 ) 当期末 (千株)

普 通 株 式 1,826 132 493 1,465
　

（注）１.普通株式の増加のうち1千株は、単元未満株式の買取り1千株による増加であります。
また、普通株式の増加のうち130千株は、平成27年8月18日開催の取締役会決議に基づく自己

株式の取得による増加であります。

２.普通株式の減少493千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。

　

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

① 流動項目

繰延税金資産

　未払事業税 124百万円

　未払事業所税 43

　賞与引当金 352

　その他 15

　 繰延税金資産合計 535百万円

② 固定項目

繰延税金資産

　資産除去債務 1,125百万円

　減損損失 1,130

　関係会社株式評価損 173

　その他 29

　 繰延税金資産小計 2,458

　評価性引当額 △179

　 繰延税金資産合計 2,278

繰延税金負債

　資産除去債務 428

　 繰延税金負債合計 428

　 繰延税金資産純額 1,850百万円
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号）の適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

(1) 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取 得 価 額
相 当 額

減価償却累計額
相 当 額

減損損失累計額
相 当 額

期 末 残 高
相 当 額

土 地 建 物 7,876百万円 5,880百万円 532百万円 1,462百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

１年内 526百万円

１年超 2,186百万円

　合計 2,713百万円

リース資産減損勘定の残高 452百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 623百万円

リース資産減損勘定取崩額 68百万円

減価償却費相当額 363百万円

支払利息相当額 161百万円

減損損失 107百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　
(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法に
ついては、利息法によっております。

　
７．関連当事者との取引に関する注記
(1) 子会社等

（単位：百万円）

属性 会社の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

(％)
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額
(注) ２

科目
期末残高
(注) ２

子会社
SAIZERIYA
AUSTRALIA
PTY.LTD.

所有
直接 100%

当社への肉製品・ソ
ース類等の販売。
役員の兼務あり。

食材の購入
（注）１

4,554 買掛金 325

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．製品の価格については、定期的に価格交渉の上、市場価格を基準として一般的取引と同様に決定しております。

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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(2) 役員及び主要株主等

（単位：百万円）

属性 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
(注) ４

科目
期末残高
(注) ４

役員 堀埜 一成
被所有
直接 0.1%

当社代表取締役
新株予約権の
権利行使（注）５

10 ― ―

役員 益岡 伸之
被所有
直接 0.1%

当社取締役
新株予約権の
権利行使（注）５

11 ― ―

役員 松谷 秀治
被所有
直接 0.0%

当社取締役
新株予約権の
権利行使（注）５

11 ― ―

役員 柴田 良平
被所有
直接 0.0%

当社取締役
新株予約権の
権利行使（注）５

11 ― ―

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等

㈲白河高原
農場

なし
(注) ２

当社と委託栽培
契約を締結して
おり、当社への
販売を主たる業
務としている。

委託農産物の購
入（注）１

223 買掛金 14

業務委託費の支
払い
（注）３

38 未払金 1

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．取引条件は、他の契約農家と同一条件です。

２．当社取締役正垣泰彦の近親者が議決権の50％を直接所有しております。また、正垣泰彦が営業資金の貸付を行ってい

ることから、関連当事者としての情報開示を行っております。

３．業務委託費については、委託業務の内容を勘案し、両社協議の上で決定しております。

４．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

５．新株予約権の権利行使は、権利付与時の契約によっております。

　
８．１株当たり情報に関する注記

① １株当たり純資産額 1,240円14銭

② １株当たり当期純利益 30円69銭
　
９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
　
１０．減損損失に関する注記

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 東京都他

用途 店舗資産（155店舗）

種類 建物他

減損損失 1,668百万円

　当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗ごとに資産のグルーピングをして

おります。営業環境の悪化により、上記の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物1,317百万円、リ

ース資産減損勘定107百万円、その他243百万円であります。

　なお、回収可能価額は、店舗については使用価値により測定しております。使用価値は、将来

キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零として評価しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年10月22日

株 式 会 社 サ イ ゼ リ ヤ
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 松 田 道 春 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 和 田 貴 之 ㊞

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社サイゼリヤの平成２６年９月
１日から平成２７年８月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社サイゼリヤ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年10月22日

株 式 会 社 サ イ ゼ リ ヤ
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 松 田 道 春 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 和 田 貴 之 ㊞

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社サイゼリヤの平成２６
年９月１日から平成２７年８月３１日までの第４３期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年９月１日から平成27年８月31日までの第43期事業年度の取締役の職

務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成

し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。

　(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に

従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境

の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に

おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及

び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし

た。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要

なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決

議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及

び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会

社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企

業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ

いて検討いたしました。
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２．監査の結果

　(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、

指摘すべき事項は認められません。

　(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3)連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年10月26日
株式会社サイゼリヤ 監査役会

常勤監査役 柴 田 良 平 ㊞

社外監査役 岡 田 勉 ㊞

社外監査役 宮 崎 吉 明 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、安定配当の

維持を基本としながら、今後の事業展開を勘案して以下のとおり当期の期末配当及

びその他の剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

　金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金18円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は、914,528,592円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　平成27年11月27日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 600,000,000円

② 減少する剰余金の項目とその金額

　繰越利益剰余金 600,000,000円
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第２号議案 取締役６名選任の件

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締

役６名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

しょう がき やす ひこ

正 垣 泰 彦

(昭和21年１月６日)

昭和43年４月 レストラン サイゼリヤ創業

15,953,392株

昭和48年５月 株式会社マリアーヌ商会

(現・当社）を設立

代表取締役社長就任

平成21年４月 代表取締役会長就任（現任）

２
堀
ほり

埜
の

　 一 成
いっ せい

(昭和32年２月７日)

平成12年４月 当社入社

39,830株

平成12年５月 商品３部長

平成12年11月 取締役就任

平成20年11月 エンジニアリング部長

平成21年４月 代表取締役社長就任（現任）

３
益
ます

岡
おか

　 伸 之
のぶ ゆき

(昭和33年６月17日)

昭和58年４月 当社入社

37,872株

平成２年７月 神奈川地区部長

平成３年10月 取締役就任

平成７年11月 常務取締役就任

平成19年３月 取締役就任（現任）

平成21年４月 海外事業部長（現任）

４
松
まつ

谷
たに

　 秀 治
ひで はる

(昭和33年３月23日)

昭和59年６月 当社入社

22,072株

平成７年３月 資材部長

平成８年11月 取締役就任（現任）

平成20年11月 店舗運営本部長

平成22年５月 生産物流本部長

平成24年９月 マーチャンダイジング本部長

兼商品開発部長（現任）

― 46 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年10月23日 17時01分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

５
長　岡
なが おか

　 伸
のぼる

(昭和37年８月４日)

昭和61年７月 当社入社

22,566株

平成７年３月 商品部長

平成８年11月 取締役就任（現任）

平成14年２月 ㈱アダツアーズジャパン設立

代表取締役社長就任（現任）

平成20年11月 営業企画部長

平成22年５月 組織開発室長（現任）

６
織　戸
おり ど

　 実
みのる

(昭和33年３月18日)

昭和57年11月 当社入社

22,480株

平成19年３月 組織開発室長

平成19年11月 取締役就任（現任）

平成22年５月 店舗運営本部長

平成24年10月 営業本部長兼店舗開発部長

(現任）

（注１）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
（注２）社外取締役を置くことが相当でない理由につきましては、事業報告の18ページに記載のとおり

であります。
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第３号議案 当社従業員及び当社関係者に対するストックオプションとしての新株予

約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員及び当社関係者
（当社関連会社役職員、当社顧問契約者等）に対するストックオプションとして新株予
約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いするもので
あります。
　
　１．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者を募集することを必要とする

理由
　当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、
当社の従業員及び当社関係者に対し、金銭の払込みを要することなくストックオプ
ションとして新株予約権を無償で発行するものであります。

　
　２．新株予約権の内容
（1）新株予約権の目的である株式の種類及び数
　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的
である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。
　なお、本議案の決議日（以下、「決議日」という。）後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するも
のとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満
の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準
日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生
日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増
加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行わ
れる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする
場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用す
る。
　また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及
びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当
社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

　

（2）新株予約権の総数
　5,000個を本定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限と
する。

　

（3）新株予約権の払込金額の算定方法
　新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しない。
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（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行
使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額に付与株
式数を乗じた金額とする。
　行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）の
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた
金額（１円未満の端数は切り上げる。）又は割当日の終値（取引が成立しない場合
はそれに先立つ直近日の終値）のいずれか高い金額とする。

　
行使価額の調整
ⅰ）割当日後、当社が当社普通株式につき、次の（イ）又は（ロ）を行う場合は、
それぞれ次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）により行使価額を
調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数はこれを切り上げる。
（イ）株式分割又は株式併合を行う場合。

　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
　

（ロ）時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社
法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株
式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第
5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成
13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行
使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通
株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）
の行使による場合を除く）。

　

既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝
調 整 前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
　

※行使価額調整式に使用する「時価」は、下記ⅱ）に定める「調整後行使価額を適
用する日」（以下、「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日目
における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含
む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除く）とする。なお、「平均値」は、
円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

※行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、そ
の他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社
が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とす
る。

※自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
に読み替えるものとする。

　
ⅱ）調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
（イ）上記ⅰ)（イ）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合
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は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生日）
以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余
金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認
されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以
前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総
会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
　なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日か
ら当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行
使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式
数」という。）新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付す
るものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

　

株式数 ＝
(調整前行使価額－調整後行使価額)×分割前行使株式数

調整後行使価額
　

（ロ）上記ⅰ)（ロ）に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処
分の払込期日（払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日）の翌日以
降（基準日がある場合は当該基準日の翌日以降）、これを適用する。
ⅲ）上記ⅰ)（イ）及び（ロ）に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分
割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必
要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行
うことができる。

　

（5）新株予約権を行使することができる期間
　新株予約権を割り当てる日の翌日から2年経過した日より3年間とする。

　

（6）新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会
社の取締役、監査役又は従業員及び当社関係者のいずれかの地位にある場合
に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社
の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員及
び当社関係者の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子
会社の取締役、監査役又は従業員及び当社関係者の地位を喪失した場合はこ
の限りではない。

②その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによる。

　

（7）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本
準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金
額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるもの
とする。
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②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金
の額を減じた額とする。

　

（8）新株予約権の取得条項
　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された
場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第４項
の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途
定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式
の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が
株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定
款の変更承認の議案

　

（9）譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
するものとする。

　

（10）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設
分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転
（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再
編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立
の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割
設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株
式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前にお
いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで
に掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交
付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する
ものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
　再編対象会社の普通株式とする。
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③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
　組織再編行為の条件等を勘案の上、(1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(4)で定め
られる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編
後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編
対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

　⑤新株予約権を行使することができる期間
(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(5)に定める新株予約権を行使する
ことができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
本準備金に関する事項
(7)に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

⑧新株予約権の行使の条件
(6)に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得条項
(8)に準じて決定する。

　

（11）新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が
ある場合には、これを切り捨てるものとする。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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流山街道

↓野田橋

ケーヨーデイツー

グランローザ 潮の湯

ホテルグランボワ

国道 16 号

陸運局

柏インター→

梅郷駅

東武野田線

野田市駅

株主総会会場ご案内図

ホテルグランボワ（旧 野田東武ホテル）

〒278-0026 千葉県野田市花井１－１－２

TEL 04－7121－1122

◇ 柏インターより国道16号で約6.5ｋｍ

◇ 東武野田線野田市駅下車

　 タクシー又は送迎バス約10分、徒歩約15分
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